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第１条　�本学会は日本血液事業学会と称し，事務局
は日本赤十字社血液事業本部内に置く。

第２条　�本学会は血液事業に関する学術的研究を行
うとともに知識と技術の向上を図りもって
血液事業の推進発展を期することを目的と
する。

第３条　�本学会は次の事業を行う。
（１）	 血液事業に関する学術的研究
（２）	 学術研究発表のための総会
（３）	 血液学，輸血学に関する講演会，研
修会

（４）	 血液事業に関する出版物の発刊
（５）	 その他

第４条　本学会の会員は次の者とする。
	 �会員は，本学会が主催する事業に参加し，

また学会誌に学術発表をすることができる。
（１）	 日本赤十字社血液センター（日本赤
十字社血液事業本部中央血液研究所，血液
事業本部の職員を含む。以下「血液センター」
という）の職員　（Ａ会員）

（２）	 日本赤十字社の本部，支部，病産院，
その他施設職員または日本赤十字社以外の
者で血液事業に関心を持ち，日本血液事業
学会規約を遵守し入会を希望した者　（Ｂ会
員）

（３）	 本会には役員の推薦および評議員会
の承認を得て，名誉会員をおくことができ
る。

第５条　本学会に次の役員を置く。
（１）	 会　　長　　１　名
（２）	 常任幹事　　１　名
（３）	 幹　　事　　若干名
（４）	 会計監事　　２　名

第６条　役員の任務は次のとおりとする。
（１）	 会長は本学会を代表し，会務を総括
する。

（２）	 常任幹事は会長を補佐し，会長に事
故ある時は業務を代行する。

（３）	 幹事は会長が予め委任した会務を執
行する。

（４）	 会計監事は決算を監査し，会計帳簿，
現金，物品等を検査する。

第７条　本学会に評議員を置く。

２．	評議員の定数は血液センター数とする。
３．	評議員は第９条に定める評議員により
構成する。
４．	評議員会においては次に掲げる事項を
議決する。ただし評議員会が軽微と認めた
事項はこの限りでない。

（１）	 収支予算
（２）	 事業計画
（３）	 収支決算
（４）	 規約の変更
（５）	 その他規約で定めた事項
５．	評議員会は評議員の３分の２以上の出
席（委任状を含む）をもって成立する。
　評議員に事故あるときは，当該評議員の
属する血液センターの会員の中から，当該
評議員が指名した者を評議員の代理として
評議員会における任務を代行させることが
できる。
６．	評議員会の議決は，出席者の過半数を
もって決し，可否同数のときは議長の決す
るところによる。
　規約変更の議決は，出席者の３分の２以
上の賛成を要するものとする。
７．	会長は，特別の事情があるときは，評
議員会を招集しないで評議員に議案を送付
し，文書をもって賛否の意見を徴し会議に
代えることができる。
８．	評議員会の議長は，会長がこれにあた
るものとする。

第８条　役員及び評議員の選出は次による。
（１）	 会長は評議員会においてこれを決定
する。

（２）	 常任幹事は経営企画部長とし，会長
が委嘱する。

（３）	 幹事及び会計監事は評議員会の同意
を得て会長が委嘱する。

（４）	 評議員は各ブロック血液センター所
長及び地域血液センター所長とする。ただ
し，必要があれば所長の指名した者に代え
ることができる。

第９条　�役員及び評議員の任期は新年度より始まる
２年間とし再任を妨げない。
２．	役員及び評議員に欠員が生じた場合，
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後任者の任期は前任者の在任期間とする。
第10条　総会は年１回とし会長が召集する。

２．	臨時総会，役員会，評議員会は会長が
必要に応じ招集するものとする。
３．	総会の開催に当っては会長が評議員会
にはかって総会長を委嘱する。

第11条　�本学会の経費は会費および日本赤十字社の
支出金その他寄附金をもってこれにあたる
ものとする。

第12条　会費の額は別に定める。
第13条　�本学会の会計年度は，毎年４月１日より翌

年３月31日までとする。
第14条　�総会において発表された研究内容，その他

会務については機関誌上において掲載する
ものとする。

第15条　�この規約に定めるもののほか，本学会の運
営に関する必要な事項は，評議員会の議決

を経て定めることができる。
（附　則）
　　　　この規約は昭和52年７月19日より施行する。
	 改正　昭和54年４月
	 　　　昭和46年11月
	 　　　昭和60年８月
	 　　　平成３年９月
	 　　　平成14年９月
	 　　　平成16年11月
	 　　　平成19年６月１日

（適用は平成19年４月１日）
	 　　　平成24年10月16日
	 　　　平成26年４月１日
	 　　　平成27年10月４日
	 　　　平成28年５月６日
	 　　　平成29年４月１日

細　則

日 本 血 液 事 業 学 会 名 誉 会 員

第１条　�日本血液事業学会規約第４条（3）に定める名誉会員候補者は，次の基準によるものと
する。

　　　　（1）過去に総会長経験者であること。
　　　　（2）学会運営に特に顕著な功労があった者。
第２条　�名誉会員は，評議員会に出席し，本学会に対して助言することができる。ただし，議

決権を有しない。
第３条　�名誉会員が学術研究発表のための総会に参加する場合，参加費および会員交見会費を

免除する。
第４条　名誉会員は，年会費を免除する。また学会誌を贈呈する。

（附　則）
　　　　この細則は平成14年９月10日より施行する。
	 改正　平成27年10月４日
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日 本 血 液 事 業 学 会 編 集 委 員 会 運 営 要 綱

第１条　目　的
　　　　�日本血液事業学会規約第３条４号の規定に基づき，血液事業に関する出版物その他の

発刊に当たり，編集内容の諸案件を検討するため編集委員会を設けるものとする。

第２条　構　成
　　　　委員会に次の委員を置く。
　　　　１．委員長	 １名
　　　　２．編集委員	 15名程度
　　　　３．査読委員	 若干名

第３条　任　務
　　　　委員の任務は次のとおりとする。
　　　　１．委員長は委員会を代表し，会務を統括する。
　　　　２．�編集委員は出版物の刊行に関し，その編集内容について意見を述べ，また投稿論

文に対する査読委員の意見が異なる場合は，その意見を調整するものとする。
　　　　３．査読委員は投稿された論文を査読審査するものとする。
　　　　４．編集委員は査読委員を兼ねるものとする。
　　　　５．�委員長は査読に当たっては，必要に応じ外部の学識者に依頼することができるも

のとする。

第４条　委員長及び委員の選出
　　　　１．編集委員長は，編集委員の中から会長が委嘱する。
　　　　２．編集委員は，日本血液事業学会役員及び評議員の推薦により会長が委嘱する。
　　　　３．査読委員は編集委員の推薦により，編集委員会で認めた者とする。

第５条　任　期
　　　　１．委員長及び委員の任期は２年とし，再任を妨げない。
　　　　２．委員長及び委員に欠員が生じた場合，後任者の任期は前任者の残任期間とする。

第６条　会　議
　　　　編集会議は定期的に開催することとし，委員長が召集するものとする。

　　　　　　この要綱は平成２年９月26日から施行する。
　　　　　　　　改正　平成５年９月
　　　　　　　　　　　平成16年９月
　　　　　　　　　　　平成21年11月


